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は
じ
め
に

　

陳
壽
の
『
三
國
志
』
に
注
を
つ
け
た
劉
宋
の
裴
松
之
は
、
孫
盛
の
『
魏
氏
春

秋
』
が
『
春
秋
左
氏
傳
』
を
利
用
し
て
、
曹
操
の
発
言
を
捏
造
し
て
い
る
こ
と

を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

臣 

松
之 

以
爲
へ
ら
く
、
史
の
言
を
記
す
は
、
旣
に
潤
色
多
し
。
故
に
前

載
の
述
ぶ
る
所
に
、
實
に
非
ざ
る
者
有
り
。
後
の
作
者
、
又 
意
を
生お

こ

し

て
之
を
改
む
。
實
を
失
ふ
や
、
亦
た
彌　

遠
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
凡
そ
孫

盛 

書
を
製つ
く

る
に
、
左
氏
を
用
ひ
て
、
以
て
舊
文
を
易
ふ
る
こ
と
多
し
。

此
の
如
き
者
は
一
に
非
ず
。
嗟あ

乎あ

、
後
の
學
者
、
將は

た
何
く
に
か
信
を
取

ら
ん
）
1
（

。

　

裴
松
之
は
、
史
書
が
言
葉
を
記
す
時
に
は
潤
色
が
多
く
、
す
で
に
元
の
書
籍

が
事
実
を
記
し
て
い
な
い
の
に
、
後
の
作
者
が
創
意
に
よ
り
改
め
る
た
め
、
さ

ら
に
事
実
よ
り
遠
く
な
る
、
と
い
う
。
裴
松
之
が
批
判
す
る
孫
盛
の
『
雜
記
』

は
、
曹
操
が
亡
命
中
、
旧
知
の
呂
伯
奢
の
一
家
を
誤
っ
て
殺
し
た
際
、
曹
操
が

次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
す
る
。

孫
盛
の
雜
記
に
曰
く
、「
太
祖 

其
の
⻝
器
の
聲お
と

を
聞
き
、
己
を
圖
る
と
以お

爲も

ひ
、
遂
に
夜
に
之
を
殺
す
。
旣
に
し
て
悽
愴
と
し
て
曰
く
、「
寧
ろ

我 

人
に
負そ

む

く
も
、
人 

我
に
負そ

む

か
し
む
こ
と
無
か
ら
ん
」
と
。
遂
に
行
く
」

と
）
2
（

。

　

こ
こ
で
曹
操
が
述
べ
た
と
い
う
「
寧
我
負
人
、
無
人
負
我
」
と
い
う
言
葉
は
、

『
春
秋
左
氏
傳
』
宣
公 

傳
十
二
年
に
引
く
、「
寧
ろ
我 

人
に
薄せ
ま

る
も
、
人 

我

に
薄
ら
し
む
る
こ
と
無
か
れ
（
寧
我
薄
人
、
無
人
薄
我
）」
と
い
う
孫
叔
敖
の

言
葉
の
「
薄
」
を
「
負
」
に
変
え
た
も
の
で
あ
る
）
3
（

。

　

物
語
は
、
な
ぜ
作
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
ら
れ
た
物
語
に
よ
り
描
か
れ

る
書
籍
は
「
史
書
」
と
言
い
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
思
想
書
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
思
想
書
は
何
の
た
め
に
物
語
を
改
変
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

物
語
が
事
実
と
し
て
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
で
、
史
実
に
近
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
殷
周
革
命
を
め
ぐ
る
物
語
の
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の

殷
周
革
命
を
め
ぐ
る
物
語
の
展
開

渡
　
邉
　
義
　
浩

早稲田大学大学院文学研究科紀要 第70輯（2025年3月）
Bulletin of the Graduate School of Letters, Arts and Sciences of Waseda University Vol.70 (Mar.2025)



1077（14）

問
題
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
酒
池
肉
林

　

殷
を
滅
ぼ
し
た
紂
王
は
、『
史
記
』
で
は
「
酒
池
肉
林
」
の
宴
を
し
て
国
を

滅
ぼ
し
た
王
と
し
て
知
ら
れ
る
）
4
（

。
と
こ
ろ
が
、
甲
骨
文
字
の
研
究
に
よ
り
、
帝

辛
（
紂
王
）
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公 

傳
十
二
年
に
も
見
ら
れ
る
、
大
規
模

な
東
方
征
伐
の
ほ
か
、
人
身
御
供
を
止
め
る
な
ど
、
殷
の
支
配
の
建
て
直
し
を

試
み
て
い
た
、
と
い
う
）
5
（

。

　

殷
王
と
上
帝
は
、
王
の
側
に
人
間
と
し
て
の
主
体
性
が
な
い
、
一
方
的
に
上

帝
に
従
属
す
る
形
で
の
一
種
の
君
臣
関
係
に
あ
っ
た
。
殷
の
後
期
、
自
然
神
で

あ
る
上
帝
は
、
や
が
て
祭
祀
主
体
で
あ
る
殷
王
そ
の
も
の
と
合
一
す
る
傾
向
を

見
せ
る
が
、
殷
王
の
命
令
は
、
結
果
と
し
て
上
帝
の
意
志
の
範
囲
を
出
ず
、
殷

王
が
上
帝
に
対
し
て
、
人
間
と
し
て
の
主
体
的
意
志
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
）
6
（

。
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
物
語
は
生
ま
れ
な
い
。
そ
こ
に
何
ら
か
の
虚

構
性
を
加
え
て
、
王
を
正
統
化
す
る
必
要
は
存
在
し
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

西
周
の
第
三
代
の
康
王
が
、
周
に
従
う
盂
と
い
う
人
物
に
官
職
を
授
与
し
、

そ
の
任
務
を
金
文
で
詳
述
す
る
青
銅
器
の
大
盂
鼎
に
は
、
殷
王
が
ど
の
よ
う
に

支
配
権
を
失
い
、
周
が
な
ぜ
天
下
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
維
持
で
き
る
正
統
性
を

得
た
の
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

王 

若か
く

く
ご
と
く
曰
く
、「
盂
よ
、
①
不
顯
な
る
玟
王
、
天
の
有
す
る
大
令

を
受さ

づ

け
ら
れ
、
②
珷
王
に
才あ

り
て
は
、
玟
を
嗣
ぎ
て
邦
を
作な

せ
り
。
厥そ

の

匿
を
托ひ

ら

き
、
四
方
を
匍
有
し
、
厥そ

の
民
を
畯
正
し
、
御
事
に
才
り
て
は
、

③
酒
に
圄お

よ

ぶ
と
も
敢
て
禍よ

ふ
こ
と
無
く
、
□
し
烝
祀
す
る
こ
と
有
る
も
、

敢
て
改み

だ

る
る
こ
と
無
し
。
古ゆ

ゑ

に
天 

異
臨
し
、
子

い
つ
く
し
み
て

先
王
を
灋
保
し
、
四

方
を
□
有
せ
し
む
。
我 

聞
く
に
、
④
殷
の
命
を
遂お

と

せ
る
は
、
隹こ

れ
殷
の

邊
侯
田
と
殷
の
正
百
辟
と
、
率
ゐ
て
酒
に
肄な

ら

ひ
た
れ
ば
な
り
。
古ゆ

ゑ

に
穎し

を

喪
へ
り
）
7
（

。

　

大
盂
鼎
は
、
周
が
殷
に
代
わ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
第
一
に
①
玟
王
（
文
王
）

が
天
令
（
天
命
）
を
受
け
た
こ
と
、
第
二
に
②
珷
王
（
武
王
）
が
四
方
を
征
服

し
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
の
際
、
周
が
天
か
ら
命
を
授
け
ら
れ
た
理
由
は
、
③

酒
に
酔
わ
ず
に
德
を
修
め
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
）
8
（

。
天
命
の
降
下
と
い
う
人
知

を
超
え
た
現
象
を
人
間
が
倫
理
的
に
自
戒
す
る
こ
と
で
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
に

は
、
人
間
に
よ
り
天
下
を
変
え
ら
れ
る
、
と
い
う
主
体
性
を
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
周
の
天
は
、
そ
れ
を
許
容
す
る
。
上
帝
の
意
志
を
一
方
的
に
占
っ
て
い

た
殷
と
は
異
な
る
神
（
天
）
へ
の
接
し
方
が
、
周
の
金
文
に
は
見
ら
れ
る
。
人

間
の
行
為
を
見
て
、
天
命
を
授
け
る
天
は
、
自
然
神
で
は
な
く
人
格
神
、
そ
し

て
は
主
宰
神
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
）
9
（

。

　

し
か
も
、
周
の
創
建
は
、
文
王
の
受
命
だ
け
で
は
説
明
さ
れ
ず
、
武
王
が
現

実
的
な
力
に
よ
り
四
方
を
征
服
し
た
こ
と
に
も
求
め
ら
れ
る
。
人
間
の
主
体
的

な
営
み
が
、
天
下
を
統
治
す
る
正
統
性
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
共
に
、
天
命
を

受
け
る
者
が
天
子
、
四
方
を
征
服
す
る
者
が
王
（
始
皇
帝
以
降
は
皇
帝
）
と
呼

ば
れ
る
、
中
国
の
支
配
者
の
持
つ
二
つ
の
側
面
は
、
こ
こ
に
始
ま
る
）
10
（

。

　

④
殷
王
が
酒
を
飲
み
す
ぎ
た
こ
と
に
よ
り
、
天
下
を
失
っ
た
と
い
う
説
明
も
、
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殷
の
上
帝
と
王
と
の
関
係
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
、
人
間
の
主
体
性
を
尊
重
し
た

説
明
の
仕
方
で
あ
る
。
物
語
を
持
た
な
か
っ
た
殷
は
、
天
と
い
う
人
間
の
主
体

性
を
許
容
す
る
神
を
持
っ
た
周
に
よ
り
、
酒
に
よ
っ
て
滅
ん
だ
王
朝
と
い
う
物

語
を
創
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
尙
書
』
に
は
、
西
周
の
金
文
を
起
源
と
す
る
文
章
が
残
存
す
る
。『
尙
書
』

で
最
も
古
く
成
立
し
た
「
周
書
」
の
中
の
一
篇
で
あ
る
酒
誥
篇
は
、
次
の
よ
う

に
大
盂
鼎
と
共
通
す
る
表
現
を
持
っ
て
い
る
。

我
が
民 

用も
っ

て
大
い
に
德
を
亂
喪
す
る
は
、
亦
た
酒
の
惟
れ
行
は
る
る
に

非
ざ
る
は
罔な

く
、
越お
よ

び
小
・
大
邦
の
用
て
喪
ぶ
る
も
、
亦
た
酒
の
惟
れ
辜つ
み

に
非
ざ
る
は
罔な

し
。
…
…
我 

亦
た
曰
ふ
惟あ

る
を
聞
く
に
、
今
に
在お
い

て
後

嗣
の
王
、
厥そ

の
命
を
酣
身
し
て
、
民
祇
を
顯う
や
まふ

こ
と
罔
く
、
怨
に
保や
す

ん
じ

て
易
へ
ず
、
誕そ

れ
惟
れ
厥
れ
縱
淫
し
て
、
非
彝
に
泆
し
、
用
て
燕
し
て
威

儀
を
喪う
し
なへ
ば
、
民
は
心
を
衋
傷
せ
ざ
る
は
罔
し
。
惟た

だ
酒
に
荒
腆
し
て
、

自
ら
息
む
る
を
惟お
も

は
ず
、
乃
ち
逸
し
、
厥
の
心
は
疾
很
し
て
、
克
く
死
を

畏
れ
ず
。
辜
は
商
邑
に
在
り
、
殷
國
の
滅
ぶ
る
に
越お
い

て
罹う
れ

ふ
る
こ
と
無
し
。

惟た
だ

に
德
の
馨
香
の
祀
、
天
に
登
聞
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
誕そ

れ
惟
だ
民
の

怨
む
の
み
。
庶
羣
も
酒
を
甘た
し
なみ
て
、
上
に
腥
聞
す
。
故
に
天
は
喪
を
殷
に

降
し
て
、
殷
の
惟
れ
逸
す
る
を
愛を
し

む
こ
と
罔
し
。
天 

虐
ぐ
る
に
非
ず
し
て
、

惟す
な
はち
民 

自
ら
辜
を
速ま
ね

く
な
り
）
11
（

。

　

陳
夢
家
が
指
摘
す
る
よ
う
に
）
12
（

、
酒
誥
篇
に
記
さ
れ
る
物
語
は
、
大
禹
鼎
に
類

似
す
る
。
こ
れ
は
当
時
の
史
官
が
成
王
の
言
辞
を
書
き
記
事
を
付
加
し
た
と
さ

れ
る
が
、
王
の
言
葉
そ
の
も
の
も
史
官
の
作
文
、
す
な
わ
ち
物
語
で
あ
る
可
能

性
は
あ
ろ
う
。
酒
を
嗜
む
程
度
に
し
て
い
た
周
が
天
命
を
受
け
、
飲
み
過
ぎ
た

殷
に
代
わ
っ
た
と
い
う
物
語
は
、『
尙
書
』
に
継
承
さ
れ
て
成
王
の
言
葉
が
付

け
ら
れ
る
こ
と
で
、
物
語
と
し
て
の
目
鼻
だ
ち
が
整
っ
て
き
た
。

　
『
尙
書
』
は
、
儒
家
に
専
有
さ
れ
る
前
は
民
族
の
古
典
で
あ
っ
た
。
儒
家
を

厳
し
く
批
判
し
た
墨
家
に
も
、『
尙
書
』
の
物
語
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。『
墨
子
』

で
は
次
の
よ
う
に
、
殷
の
紂
王
は
、
単
な
る
酒
飲
み
で
は
な
く
、
様
々
な
悪
事

を
働
く
王
へ
と
物
語
が
膨
ら
ま
さ
れ
て
い
る
。

商
王
の
紂
に
至
る
に
遝お
よ

び
て
、
天 

其
の
德
を
序
せ
ず
。
祀
は
用も
っ

て
時
を

失
ひ
、
夜
中
十
日
を
兼
ね
、
土
を
薄
に
雨ふ

ら
す
。
九
鼎 

遷
止
し
、
婦

妖 

宵
に
出
で
、
鬼
有
り
て
宵
に
吟
し
、
女 

男
と
爲
る
有
り
、
天 

肉
を

雨
ら
し
、
棘 

國
道
に
生
ず
。
王 

兄ま
す

自
ら
縱
ほ
し
い
ま
まに

す
。
赤
鳥 

珪
を
銜ふ
く

み
、

周
の
岐
社
に
降
り
て
曰
く
、「
天 

周
の
文
王
に
命
じ
て
、
殷
を
伐
ち
て
國

を
有た
も

た
し
む
」
と
。
泰
顛 

來
賓
し
、
河
は
綠
圖
を
出
だ
し
、
地
は
乘
黃

を
出
だ
す
。
武
王 

功
を
踐め
で
た
し
と
し
、
①
夢
に
三
神
を
見
る
に
曰
く
、

「
予 

旣
に
殷
紂
を
酒
德
に
沈
漬
す
。
往
き
て
之
を
攻
め
よ
。
予 

必
ず
汝

を
し
て
大
い
に
之
に
堪か

た
し
め
ん
」
と
。
②
武
王 

乃
ち
狂
夫
を
攻
め
、

商
の
國
に
及
ぶ
。
天 

武
王
に
黃
鳥
の
旗
を
賜
ふ
。
王 

旣す

已で

に
殷
に
克
ち
、

帝
の
來
さ
い
は
ひを
成
す
。
諸
神
を
分
主
し
、
紂
の
先
王
を
祀
り
、
四
夷
を
通
じ
て
、

天
下
賓ま
つ
ろは
ざ
る
は
莫
し
。
焉す
は
なち
湯
の
緖
を
襲
ぐ
。
此
れ
卽
ち
③
武
王
の
紂

を
誅
せ
し
所
以
な
り
。
④
若
し
此
の
三
聖
王
の
者こ

と

を
以
て
之
を
觀
れ
ば
、

則
ち
所
謂
る
攻
に
非
ざ
る
な
り
。
所
謂
る
誅
な
り
）
13
（

。

　
『
墨
子
』
の
物
語
で
は
、
殷
の
紂
王
は
、「
王
」
と
い
う
称
号
が
な
く
、
②
「
狂
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夫
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
下
克
上
に
は
、
自
ら
の
君
主
を
殺
害
し
て
よ
い
の

か
、
と
い
う
正
統
性
の
問
題
が
付
き
ま
と
う
。
墨
子
に
厳
し
く
反
論
し
た
孟
子

は
、
君
主
に
德
が
な
い
場
合
、
天
は
そ
の
命
を
革
め
て
天
子
の
姓
を
易
え
る
と

い
う
「
易
姓
革
命
」
説
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
際
、『
孟
子
』
は
、
殷
の
武

王
の
「
義
戰
」
に
敗
れ
た
紂
を
「
一
夫
」
と
表
現
す
る
）
14
（

。
王
で
は
な
く
、
一
人

の
男
を
殺
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
君
主
を
殺
害
し
た
と

い
う
批
判
に
対
処
し
た
の
で
あ
る
。

　

墨
家
は
、
儒
家
の
孟
子
学
派
と
関
わ
る
こ
と
で
自
説
を
展
開
し
、
紂
を
「
狂

夫
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
狂
夫
」
で
あ
る
紂
は
、
単
な
る
酒
飲
み
を
超
え
て
、

少
し
も
慎
ま
ず
に
好
き
放
題
を
す
る
。
そ
の
結
果
、
一
人
の
「
狂
夫
」
と
し
て

周
の
武
王
に
③
「
誅
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
墨
子
』
は
、
鬼
神
が
人
界
に
降
り
立
ち
、
天
の
意
志
を
実
現
す
る

と
い
う
「
天
志
」
説
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
、
紂
は
①
鬼
神
に
よ
り
酒

に
溺
れ
さ
せ
ら
れ
た
、
と
物
語
を
展
開
し
て
い
る
。『
論
語
』
雍
也
篇
が
孔
子

の
言
葉
と
し
て
、「
鬼
神
を
敬
し
て
之
に
遠
ざ
く
。
知
と
謂
ふ
可
し
（
敬
鬼
神

而
遠
之
。
可
謂
知
矣
）」
と
伝
え
る
の
は
、
墨
子
の
尊
重
す
る
鬼
神
へ
の
対
抗

で
あ
る
。『
墨
子
』
は
、紂
が
殷
を
滅
ぼ
す
物
語
に
鬼
神
を
加
え
る
こ
と
で
、「
非

攻
」
説
と
と
も
に
「
天
志
」
説
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
④
聖
王
の
戦
い
は
、
侵
略
で
は
な
く
「
誅
」
で
あ
り
、
天
は
鬼
神

を
使
っ
て
天
の
志
を
実
現
す
る
、
と
い
う
『
墨
子
』
の
主
張
を
具
体
的
に
伝
え

る
た
め
に
、
物
語
は
改
変
を
加
え
ら
れ
、
紂
王
は
、
ま
す
ま
す
悪
逆
非
道
に
描

か
れ
た
。
そ
し
て
、
漢
代
に
書
か
れ
た
『
史
記
』
に
よ
り
、「
酒
池
肉
林
」
の

宴
を
楽
し
む
紂
王
の
物
語
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、『
墨
子
』
が
「
非
攻
」、「
天
志
」
と
い
う
自
己
の

学
説
を
説
明
す
る
た
め
に
物
語
を
大
き
く
改
変
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

こ
う
し
た
紂
王
物
語
の
展
開
に
疑
問
を
持
つ
人
も
い
た
こ
と
が
、『
論
語
』
子

張
篇
に
、
子
貢
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

子
貢
曰
く
、「
紂
の
不
善
や
、
是
の
如
く
之
れ
甚
だ
し
か
ら
ざ
る
な
り
。

是
を
以
て
君
子
は
下
流
に
居
る
こ
と
を
惡に
く

む
。
天
下
の
惡 

皆 

焉
に
歸
す

れ
ば
な
り
」
と
）
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（

。

　

た
し
か
に
子
貢
の
言
葉
の
通
り
、
墨
家
の
学
説
の
説
明
の
た
め
に
紂
王
の
物

語
は
誇
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
儒
家
は
物
語
を
形
成
し
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。『
論
語
』
述
而
篇
に
、「
子
曰
く
、「
甚
だ
し
き
か
な
、
吾
の
衰
へ

た
る
や
。
久
し
き
か
な
、
吾 

復
た
夢
に
周
公
を
見
ざ
る
な
り
」
と
（
子
曰
、

甚
矣
、吾
衰
也
。久
矣
、吾
不
復
夢
見
周
公
也
）」
と
あ
る
ほ
ど
に
、孔
子
が
慕
っ

た
と
い
う
周
公
旦
に
つ
い
て
、
物
語
の
展
開
を
検
討
し
よ
う
。

二
、
周
公
の
攝
政

　

孔
子
が
夢
に
ま
で
見
た
周
公
旦
は
、
周
の
文
王
の
四
男
に
あ
た
る
。『
史
記
』

卷
四 
周
本
紀
お
よ
び
卷
三
十
三 

魯
周
公
世
家
に
よ
れ
ば
、
周
公
旦
は
次
兄
の

武
王
を
助
け
て
牧
野
の
戦
い
で
殷
の
紂
王
を
討
ち
、
魯
に
封
建
さ
れ
た
が
赴
任

せ
ず
、
王
城
に
留
ま
り
武
王
を
輔
弼
す
る
。
武
王
が
崩
御
す
る
と
、
ま
だ
襁
褓

の
中
に
い
た
幼
少
の
成
王
に
代
わ
っ
て
踐
阼
し
て
、
成
王
の
攝
政
と
な
り
、
周
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を
安
定
さ
せ
た
。
し
か
し
、
殷
の
遺
民
を
率
い
た
武
庚
（
祿
父
。
紂
王
の
子
）

を
監
視
し
て
い
た
三
兄
の
管
叔
鮮
・
五
弟
の
蔡
叔
度
た
ち
は
、
周
公
旦
の
簒
奪

を
疑
い
、
武
庚
を
擁
立
し
て
乱
を
起
こ
す
（
三
監
の
亂
）。
周
公
旦
は
、
自
ら

兵
を
率
い
て
こ
れ
を
鎮
圧
し
、
東
方
の
異
民
族
も
平
定
す
る
。
成
王
の
七
年
、

東
都
の
洛
邑
（
成
周
）
を
造
営
す
る
と
、
成
人
し
た
成
王
に
大
政
を
返
還
す
る
。

そ
し
て
、『
周
官
』
を
著
し
、
周
の
禮
樂
を
定
め
て
制
度
を
改
め
た
、
と
『
史
記
』

は
記
し
て
い
る
）
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（

。

　
「
酒
池
肉
林
」
の
宴
を
す
る
紂
王
の
像
と
同
様
、『
史
記
』
に
記
さ
れ
る
周
公

旦
の
像
ま
で
に
は
、
様
々
な
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
周
公
旦
と
関
わ
る
金

文
資
料
か
ら
確
認
し
よ
う
。

　

周
公
旦
に
関
係
す
る
青
銅
器
に
は
、
小
臣
單
觶
、
詠
方
鼎
な
ど
九
種
が
あ
る
）
17
（

。

小
臣
單
觶
に
は
、
王
が
紂
王
の
子
で
あ
る
武
庚
の
亂
を
平
定
し
た
後
に
、
小
臣

單
が
周
公
よ
り
錫
を
受
け
て
器
を
作
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
王
と
は
、

す
で
に
崩
御
し
て
い
る
武
王
で
は
な
く
成
王
で
あ
り
、
武
庚
た
ち
の
乱
は
、
成

王
が
自
ら
軍
を
率
い
て
平
定
し
、
周
公
旦
は
そ
れ
を
補
佐
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。

　

ま
た
、
詠
方
鼎
は
、
周
公
が
東
方
の
異
民
族
を
平
定
し
て
帰
り
、
周
の
廟
で

祭
祀
を
し
、
そ
の
最
終
日
に
、
詠
に
貝
百
朋
を
賜
与
し
て
製
作
さ
れ
た
旨
が
記

さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
周
公
旦
は
、「
王
」
と
表
記
さ
れ
な
い
。
幼
い
成
王
に
代

わ
っ
て
即
位
し
た
と
い
う
『
史
記
』
の
記
述
と
、
金
文
の
記
載
と
は
異
な
る
の

で
あ
る
。
武
王
が
崩
御
し
た
際
、
成
王
は
十
五
歳
か
ら
二
十
歳
ご
ろ
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
自
ら
武
庚
の
亂
の
平
定
に
赴
く
こ
と
は
可
能
で
、『
史
記
』
の
「
襁

褓
」
の
中
に
い
た
と
い
う
記
述
は
信
憑
性
が
低
い
。

　

そ
も
そ
も
武
庚
の
亂
が
、『
史
記
』
の
記
述
と
異
な
る
資
料
も
あ
る
。「
清
華

大
学
蔵
戦
国
竹
簡
」
の
『
繫
年
』
で
は
、
管
叔
鮮
・
蔡
叔
度
で
は
な
く
、
殷
民

が
周
に
背
い
て
彔
子
耿
（
武
庚
）
を
擁
立
し
、
監
視
し
て
い
た
管
叔
ら
を
殺
し

て
反
乱
を
起
こ
し
、
周
は
成
王
自
ら
こ
れ
を
平
定
し
た
、
と
記
さ
れ
る
）
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。
亂
の

原
因
も
こ
ち
ら
の
方
が
分
か
り
や
す
い
が
、
注
目
し
た
い
こ
と
は
、『
繫
年
』
が
、

金
文
資
料
と
同
じ
く
、
武
庚
の
亂
の
平
定
者
を
周
公
旦
で
は
な
く
、
成
王
自
身

と
す
る
点
で
あ
る
。

　

後
掲
す
る
『
孟
子
』
で
も
、
周
公
旦
は
即
位
し
て
い
な
い
と
明
記
さ
れ
る
の

で
、『
史
記
』
に
記
さ
れ
る
、
自
ら
王
に
即
位
し
て
成
王
の
攝
政
と
な
っ
た
周

公
旦
の
像
の
方
が
、
事
実
か
ら
は
遠
い
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
『
史
記
』
は
、
周
公

旦
が
王
と
し
て
即
位
し
た
と
記
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、『
尙
書
』
と
そ

の
解
釈
に
み
え
る
周
公
旦
の
像
が
大
き
く
関
わ
る
。

　
『
尙
書
』
大
誥
篇
に
は
、
成
王
が
武
庚
へ
の
征
伐
を
占
い
、
吉
と
出
た
こ
と

で
諸
侯
と
共
に
征
伐
に
赴
く
こ
と
な
っ
た
決
意
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。王

曰
く
、「
昔
の
若
く
朕 

其ま
さ

に
逝
か
ん
と
す
。
朕 

言こ

れ
艱
を
日
に
思
ふ
。

若そ

の
考
が
室
を
作
ら
ん
と
し
、
旣
に
法
を
厎さ
だ

む
る
に
、
厥
の
子 

乃
ち
肯

て
堂
せ
ざ
れ
ば
、
矧い
は

ん
や
肯
て
構
せ
ん
や
。
厥
の
父
菑く
さ
ぎる
に
、
厥
の

子 
乃
ち
肯
て
播
か
ざ
れ
ば
、
矧
ん
や
肯
て
穫か

ら
ん
や
。
厥
の
考
翼
、
其な
ん

ぞ
肯
て
「
予
に
後
有
り
、
弗
基
を
棄
て
ず
」
と
曰
は
ん
や
。
肆い
ま

予 

曷
ぞ

敢
て
卬わ
れ

に
越お
い

て
寧
王
の
大
命
を
敉を

へ
ざ
ら
ん
や
。
若
し
兄
考
、
乃
ち
友た
が

ひ
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に
厥
の
子
を
伐
つ
も
の
有
れ
ば
、
民 

養
し
其
れ
勸
め
て
救
は
ざ
ら
ん
や
）
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（

。

　

こ
の
よ
う
に
『
尙
書
』
大
誥
篇
で
も
、
成
王
は
自
ら
武
庚
へ
の
征
伐
に
行
く

決
意
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
篇
は
成
王
が
自
ら
征
伐
に
赴
い
た
と
は

必
ず
し
も
解
釈
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
鄭
玄
は
、
冒
頭
の
「
王
」
を
周
公
旦

が
一
時
的
に
称
し
た
も
の
と
し
、
こ
の
文
章
を
周
公
旦
の
決
意
表
明
、
と
す
る
。

そ
れ
は
、『
尙
書
』
大
誥
篇
の
序
が
、
次
の
よ
う
に
大
誥
篇
を
説
明
す
る
こ
と

に
よ
ろ
う
。

武
王 

崩
ず
る
や
、
三
監
及と

淮
夷 

叛
く
。
周
公 

成
王
を
相た
す

け
、
將
に
殷

を
黜し
り
ぞけ

ん
と
す
。
大
誥
を
作
る
）
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（

。

　

こ
の
よ
う
に
『
尙
書
』
大
誥
篇
の
序
は
、
殷
の
残
党
を
平
ら
げ
に
行
っ
た
周

公
旦
が
大
誥
を
作
っ
た
と
説
明
す
る
。『
尙
書
』
の
「
序
」
は
、
伏
生
の
後
学

が
著
し
、
前
漢
中
期
に
は
成
立
し
て
い
た
と
い
う
）
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。
成
立
が
漢
代
ま
で
下
る
た

め
、『
尙
書
』
成
立
時
か
ら
の
物
語
の
展
開
を
結
果
を
受
け
て
、
周
公
旦
が
成

王
に
代
わ
っ
て
三
監
の
亂
を
平
定
に
赴
く
こ
と
を
前
提
に
、
大
誥
篇
を
説
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、『
孟
子
』
が
著
さ
れ
た
こ
ろ
に
は
、
ま
だ
『
尙
書
』
の
全

篇
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
序
も
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、『
尙
書
』
の
記
述
を

元
に
、『
孟
子
』
に
描
か
れ
た
周
公
旦
像
は
、
漢
代
の
尙
書
學
を
経
た
『
尙
書
』

序
の
周
公
旦
像
と
は
、
異
な
る
姿
を
し
て
い
る
。

　
『
孟
子
』
は
、『
墨
子
』
が
尊
重
す
る
禹
が
聖
人
と
し
て
夏
を
開
い
た
こ
と
に

対
し
て
、
堯
・
舜
を
尊
重
し
て
対
抗
し
た
が
）
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（

、
儒
家
と
し
て
孔
子
が
聖
人
で
あ

り
な
が
ら
、
王
朝
を
創
設
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
周
公
旦
が
即
位
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
孔
子

が
王
に
な
ら
な
い
論
証
と
す
る
。

匹
夫
に
し
て
天
下
を
有た
も

つ
者
は
、
德 

必
ず
舜
・
禹
の
若
く
に
し
て
、

又 

天
子
の
之
を
薦
む
る
者
有
り
。
故
に
仲
尼
は
天
下
を
有
た
ず
。
世
を

繼
ぎ
て
以
て
天
下
を
有
つ
も
の
、
天
の
廢
す
る
所
は
、
必
ず
桀
・
紂
の
若

き
者
な
り
。
故
に
益
・
伊
尹
・
周
公
は
、
天
下
を
有
た
ず
。
…
…
周
公
の

天
下
を
有
た
ざ
る
は
、
猶
ほ
益
の
夏
に
於
け
る
、
伊
尹
の
殷
に
於
け
る
が

ご
と
き
な
り
。
孔
子
曰
く
、「
唐
・
虞
は
禪
り
、
夏
后
・
殷
・
周
は
繼
ぐ
。

其
の
義
は
一
な
り
」
と
）
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。

　

孟
子
は
、
聖
人
が
天
子
に
な
る
に
は
、
天
子
の
推
薦
が
必
要
と
す
る
。
さ
ら

に
、
代
わ
ら
れ
る
天
子
が
桀
や
紂
の
よ
う
な
暴
君
で
あ
る
こ
と
も
必
要
と
い
う
。

こ
の
二
つ
の
条
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た
の
で
、
孔
子
は
天
子
と
な
ら
な
か
っ
た

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
易
姓
革
命
を
主
張
し
、
堯
・
舜
・
禹
の
よ
う
な
禪
讓
を

上
に
置
き
、
殷
周
革
命
な
ど
の
放
伐
を
次
善
と
す
る
『
孟
子
』
は
、
孔
子
が
禪

讓
を
受
け
ず
、
放
伐
も
し
な
か
っ
た
理
由
を
伊
尹
や
周
公
旦
が
即
位
し
な
か
っ

た
理
由
に
同
じ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
史
記
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
周
公
旦
の
即
位
は
、『
孟
子
』
の
理
論
と
し
て

も
、「
周
書
」
し
か
な
い
『
孟
子
』
編
纂
時
の
こ
ろ
の
『
尙
書
』
と
し
て
も
あ

り
得
な
い
。『
孟
子
』
は
、『
尙
書
』
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
周
公
旦

の
功
業
を
説
明
す
る
。

周
公 
武
王
を
相た
す

け
て
、
紂
を
誅
し
奄
を
伐
ち
、
三
年
に
し
て
其
の
君
を

討
つ
。
飛
廉
を
海
隅
に
驅
り
て
之
を
戮
す
。
國
を
滅
す
者こ
と

五
十
、
虎
・
豹
・
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犀
・
象
を
驅
り
て
之
を
遠
ざ
く
。
天
下 

大
い
に
悅
ぶ
。
書
に
曰
く
、「
丕お
ほ

い
に
顯あ
き
らか

な
る
か
な
、
文
王
の
謨
は
か
り
ご
と。

丕
い
に
承つ

げ
る
か
な
、
武
王
の
烈
い
さ
を
し。

我
が
後
人
を
佑
啟
し
て
、
咸 

正
を
以
て
し
缺
く
る
こ
と
無
か
ら
し
む
」

と
）
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（

。

　
『
孟
子
』
は
、
こ
の
よ
う
に
周
公
旦
が
武
王
を
助
け
て
紂
王
を
誅
し
、
さ
ら

に
敵
対
す
る
国
五
十
を
滅
ぼ
し
た
と
述
べ
た
後
、『
尙
書
』
を
引
用
し
て
周
公

旦
を
讃
え
る
。
な
お
引
用
さ
れ
る
『
尙
書
』
は
、
君
牙
篇
で
、
現
行
の
篇
は
『
僞

古
文
尙
書
』
で
あ
る
た
め
、『
孟
子
』
と
同
文
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、『
孟
子
』
は
、
周
公
旦
が
、
管
叔
ら
三
監
の
亂
を
平
定
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
周
公
旦
の
過
失
と
認
め
る
。
齊
の
宣
王
が
孟
子
の
忠

告
に
従
わ
ず
に
燕
を
失
っ
た
と
恥
じ
て
い
る
と
、
臣
下
の
陳
賈
は
、
周
公
旦
が

兄
の
管
叔
に
叛
か
れ
た
こ
と
を
事
例
に
、
孟
子
に
次
の
よ
う
な
言
い
訳
を
す
る
。

（
陳
賈
）
孟
子
を
見
て
問
ひ
て
曰
く
、「
周
公
は
何
人
ぞ
や
」
と
。
曰
く
、

「
古
の
聖
人
な
り
」
と
。
曰
く
、「
管
叔
を
し
て
殷
を
監
せ
し
め
し
に
、
管

叔 

殷
を
以
て
畔
く
と
。
諸こ
れ

有
る
や
」
と
。
曰
く
、「
然
り
」
と
。
曰
く
、「
周

公 

其
の
將
に
畔
か
ん
と
す
る
を
知
り
て
之
を
使せ
し

め
し
か
」
と
。
曰
く
、

「
知
ら
ざ
る
な
り
。」
と
。「
然
ら
ば
則
ち
聖
人
だ
に
且
つ
過
つ
こ
と
有
る

か
」
と
。
曰
く
、「
周
公
は
、
弟
な
り
。
管
叔
は
、
兄
な
り
。
周
公
の
過

つ
も
、
亦
た
宜む
べ

な
ら
ず
や
。
且
つ
古
の
君
子
は
、
過
て
ば
則
ち
之
を
改
む
。

今
の
君
子
は
、
過
て
ば
則
ち
之
に
順
ふ
。
…
…
」
と
）
25
（

。

　

孟
子
は
、
こ
の
よ
う
に
周
公
旦
は
、
兄
で
あ
る
管
叔
を
信
頼
し
た
た
め
に
過

失
を
犯
し
た
と
い
う
。『
論
語
』
學
而
篇
は
、「
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁
の
本

た
る
か
（
孝
弟
也
者
、
其
爲
仁
之
本
與
）」
と
述
べ
、
兄
に
仕
え
る
弟
（
悌
）

を
孝
と
共
に
仁
の
根
本
と
す
る
。
ま
た
、『
論
語
』
學
而
篇
は
、「
過
て
ば
則
ち

改
む
る
に
憚
る
こ
と
な
か
れ
（
過
則
勿
憚
改
）」
と
述
べ
、
過
ち
を
言
い
訳
せ

ず
に
改
め
る
態
度
こ
そ
重
要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、『
孟
子
』
は
、
兄
を
叛

か
せ
る
過
失
は
あ
っ
て
も
、
周
公
を
「
聖
人
」
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
『
孟
子
』
は
、
周
公
旦
を
王
に
な
る
条
件
が
整
わ
な
か
っ
た
聖
人

と
す
る
こ
と
で
、
孔
子
を
同
様
の
聖
人
と
し
た
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
孟
子

を
聖
人
の
道
統
に
位
置
づ
け
る
営
為
で
も
あ
っ
た
。

昔む
か
し者

、
禹 

洪
水
を
抑を
さ

め
て
、
天
下 

平
ら
か
な
り
。
周
公 

夷
狄
を
兼
ね
、

猛
獸
を
驅
り
て
、
百
姓 

寧
し
。
孔
子 

春
秋
を
成
し
て
、
亂
臣
・
賊

子 

懼
る
。
詩
に
云
ふ
、「
戎
狄
は
是
れ
膺う

ち
、
荊
舒
は
是
れ
懲こ

ら
す
。
則

ち
我
に
敢
て
承あ
た

る
こ
と
莫
し
」
と
。
父
を
無な

み
し
君
を
無
み
す
る
は
、
是

れ
周
公
の
膺
つ
所
な
り
。
我
も
亦
た
人
心
を
正
し
、
邪
説
を
息
め
、
詖
行

を
距ふ
せ

ぎ
、
淫
辭
を
放
ち
て
、
以
て
三
聖
に
承つ

が
ん
と
欲
す
る
者
な
り
）
26
（

。

　

こ
の
よ
う
に
『
孟
子
』
は
、
禹
↓
周
公
旦
↓
孔
子
と
聖
人
の
道
統
は
継
承
さ

れ
、
そ
の
三
聖
人
を
継
承
す
る
者
と
し
て
、
孟
子
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
周
公

旦
を
王
に
な
ら
な
か
っ
た
聖
人
と
位
置
づ
け
る
の
は
、
孔
子
、
そ
し
て
孟
子
を

聖
人
と
位
置
づ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
周
公
旦
は
、
王
に
即
位
し

て
は
な
ら
な
い
。『
孟
子
』
が
周
公
旦
を
王
に
即
位
し
て
い
な
い
と
『
尙
書
』

を
解
釈
し
た
の
は
、
孔
子
を
守
り
、
孟
子
を
聖
人
の
道
統
に
位
置
づ
け
る
た
め

で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
周
公
旦
は
、
成
王
に
代
わ
っ
て
即
位
す
る
こ
と
に
さ
れ
た
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の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
周
公
即
位
の
理
由

　

周
公
旦
が
成
王
に
代
わ
っ
て
即
位
し
た
こ
と
を
初
め
て
主
張
し
た
も
の
は

『
荀
子
』
で
あ
る
。『
荀
子
』
は
、
周
公
旦
が
武
王
の
死
後
、
王
位
に
即
い
た
こ

と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

武
王 

崩
じ
て
、
成
王 
幼
な
く
、
周
公 

成
王
を
屏し

り
ぞけ

て
武
王
を
及つ

ぎ
、

以
て
天
下
を
屬つ
な

ぐ
は
、
天
下
の
周
に
倍そ
む

く
を
惡お
そ

る
れ
ば
な
り
。
天
子
の
籍

を
履
み
、
天
下
の
斷
を
聽
き
、
偃
然
と
し
て
之
を
固
有
す
る
が
如
く
す
れ

ど
も
、
天
下
は
貪
と
稱
せ
ず
。
管
叔
を
殺
し
、
殷
國
を
虛ほ
ろ

ぼ
す
も
、
天
下

は
戾
と
稱
せ
ず
。
天
下
を
兼
制
し
、
七
十
一
國
を
立
て
、
姫
姓
の
み
獨
り

五
十
三
人
に
居
れ
ど
も
、
天
下
は
偏
と
稱
せ
ず
。
敎
誨
し
て
成
王
を
開
導

し
、
道
を
諭
ら
し
め
て
、
能
く
跡
を
文
武
に
揜お
そ

は
し
め
、
周
公 
周
を
歸か
へ

し
、

籍
を
成
王
に
反
せ
ど
も
、
天
下
は
周
に
事
ふ
る
を
輟や

め
ず
。
然
り
而
し
て

周
公 

北
面
し
て
之
に
朝
す
）
27
（

。

　

こ
の
よ
う
に
『
荀
子
』
は
、
周
公
旦
が
武
王
の
死
後
に
天
子
と
な
っ
た
こ
と
、

兄
の
管
叔
を
殺
し
て
武
庚
を
滅
ぼ
し
た
こ
と
、
や
が
て
成
王
に
天
子
の
位
を
返

し
て
、
臣
下
に
戻
っ
た
こ
と
を
非
難
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
、
と
記
す
。
こ
う
し

た
主
張
の
背
景
に
は
、
荀
子
の
生
き
た
戰
國
時
代
後
期
が
、
下
克
上
は
も
と
よ

り
、
弱
小
な
君
主
が
政
治
を
取
れ
ば
、
強
国
に
滅
ぼ
さ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
、

と
い
う
社
会
背
景
も
あ
る
。
君
主
の
資
質
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

そ
れ
で
は
、『
荀
子
』
の
こ
ろ
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
、
周
公
旦
が
即
位
し

て
い
な
い
と
い
う
物
語
に
対
し
て
、『
荀
子
』
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

客
に
道い

ふ
も
の
有
り
て
曰
く
、「
孔
子
曰
く
、「
周
公 

其
れ
盛
ん
な
る
か
な
。

身
は
貴
く
し
て
愈

恭う
や
う
やし

く
、
家
は
富
み
て
愈

儉
し
く
、
敵
に
勝
ち

て
愈

戒
む
」
と
」
と
。
之
に
應
じ
て
曰
く
、「
是
れ
殆ほ
と
ん

ど
①
周
公
の
行

に
非
ず
、
孔
子
の
言
に
非
ざ
る
な
り
。
武
王 

崩
じ
て
、
成
王 

幼
な
く
、

周
公 

成
王
を
屏し
り
ぞけ

て
武
王
を
及つ

ぎ
、
天
子
の
籍
を
履
み
、
扆
を
負
ひ
て

立
ち
、
諸
侯 

堂
下
に
趨
走
す
。
是
の
時
に
當
た
り
て
、
夫
れ
又 

誰
か
恭

し
と
爲
さ
ん
や
。
…
…
反
り
て
三
革
を
定
め
、
五
兵
を
偃
せ
、
天
下
を
合

は
せ
て
、
②
聲
樂
を
立
つ
。
是
に
於
て
武
象 

起
り
て
韶
護 

廢
せ
ら
れ
、

四
海
の
内
、
心
を
變
へ
慮
を
易
へ
て
以
て
之
に
化
順
せ
ざ
る
は
莫
し
。
故

に
外
闔
も
閉
ぢ
ず
、
天
下
に
跨ま
た
がり
て
蘄か
ぎ

る
無
し
。
是
の
時
に
當
た
り
て
、

夫
れ
又 

誰
か
戒
む
と
爲
さ
ん
や
）
28
（

。

　

こ
の
よ
う
に
『
荀
子
』
は
、
そ
れ
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
①
孔
子
の
言
葉
や

周
公
旦
の
像
を
否
定
し
て
、
自
ら
の
物
語
を
展
開
し
た
。『
論
語
』
に
記
さ
れ

て
い
る
孔
子
の
言
葉
と
さ
れ
る
も
の
に
は
、
孔
子
が
老
子
の
思
想
を
語
る
よ
う

な
、
明
ら
か
に
孔
子
の
言
葉
で
は
な
い
も
の
が
あ
る
）
29
（

。
あ
る
い
は
、『
荀
子
』

で
は
「
荀
子
曰
く
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
荀
子
の
言
葉
が
、
孔
子
の
言
葉

と
し
て
『
論
語
』
に
収
録
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
）
30
（

。
こ
の
時
代
、
儒
家
の
經
典
は
、

確
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、『
荀
子
』
は
、
こ
れ
ま
で
の
周
公
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旦
像
を
改
変
し
、
天
子
に
即
位
を
し
た
周
公
旦
の
像
を
描
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
よ
り
、『
荀
子
』
の
主
張
し
た
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
が
、
周
公
旦
に

よ
る
「
樂
」
の
整
備
と
「
天
下
太
平
」
で
あ
る
。
②
周
の
武
王
を
宣
揚
す
る
「
武

象
」
と
い
う
樂
を
作
り
、
殷
の
「
韶
護
」
を
廃
し
た
こ
と
で
、
天
下
は
化
し
て

心
を
易
え
な
い
者
は
な
か
っ
た
と
い
う
。『
荀
子
』
は
、
禮
樂
に
よ
り
天
下
を

統
一
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
を
す
で
に
成
し
遂
げ
て
い
た
「
大
儒
」
の

代
表
と
し
て
、
周
公
旦
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

先
王
に
法
り
、
禮
義
を
統
べ
、
制
度
を
一
に
し
、
淺
を
以
て
博
を
持
し
、

古
を
以
て
今
を
持
し
、
一
を
以
て
萬
を
持
す
。
…
…
是
れ
大
儒
な
る
者
な

り
。
…
…
（
人
主
）
大
儒
を
用
ひ
な
ば
、
則
ち
百
里
の
地
も
、
久
し
く
而

し
て
後
三
年
に
し
て
、
天
下 

一
と
爲
り
、
諸
侯 

臣
と
爲
る
。
萬
乘
の
國

を
用
ひ
な
ば
、
則
ち
擧
錯
に
し
て
定
ま
り
、
一
朝
に
し
て
伯あ

ら
はれ

ん
）
31
（

。

　
『
荀
子
』
は
、
大
儒
に
よ
る
禮
義
と
制
度
の
統
一
を
主
張
し
、
君
主
が
大
儒

を
用
い
る
こ
と
で
、
百
里
の
地
か
ら
で
も
三
年
後
に
は
天
下
を
統
一
で
き
る
と

説
く
。
そ
し
て
、
万
乗
の
大
国
を
大
儒
が
統
治
す
れ
ば
手
足
を
上
げ
下
げ
す
る

間
に
天
下
が
定
ま
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
大
儒
が
君
主
と
し
て
万
乗
の
国
を
統

治
し
た
事
例
が
、「
大
儒
」
周
公
旦
の
統
治
な
の
で
あ
る
。
周
公
旦
が
「
制
禮

作
樂
」
を
す
る
こ
と
で
、
天
下
太
平
が
実
現
さ
れ
る
と
の
主
張
は
）
32
（

、
単
に
周
公

旦
物
語
の
完
成
だ
け
で
は
な
く
、『
荀
子
』
の
主
張
す
る
天
下
統
一
へ
の
道
の

正
し
さ
を
証
明
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
『
荀
子
』
の
理
想
の
元
に
描
か
れ
た
新
た
な
周
公
旦
物
語
に
従
っ

て
、
前
漢
の
『
尚
書
』
は
解
釈
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
一
例
が
『
尙
書
大
傳
』
で

あ
る
。

　
『
尙
書
大
傳
』
は
、
鄭
玄
が
付
け
た
『
尙
書
大
傳
』
注
の
序
に
よ
れ
ば
、
前

漢
の
儒
者
伏
生
の
遺
説
と
、
実
際
の
撰
述
者
で
あ
る
張
生
・
歐
陽
生
に
よ
る
加

増
部
分
の
二
層
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
と
い
う
）
33
（

。
皮
錫
瑞
の
輯
本
に
よ
り
）
34
（

、『
尙

書
』
大
誥
篇
の
解
釈
か
ら
検
討
し
よ
う
。

武
王 

紂
を
殺
す
や
、
公
子
の
祿
父
に
繼つ

が
せ
、
管
叔
・
蔡
叔
を
し
て
祿

父
を
監
せ
し
む
。
武
王 

死
し
、
成
王 

幼
な
し
。
周
公 

成
王
を
盛
養
し
、

召
公
奭
を
し
て
傅
と
爲
さ
し
む
。
周
公 

身み
づ
から

位
に
居
り
、
天
下
に
聽
き

て
政
を
爲
す
。
管
叔 

周
公
を
疑
ひ
、
國
に
流
言
し
て
曰
く
、「
公 

將
に

王
に
不
利
に
せ
ん
と
す
」
と
。
奄
君
・
薄
姑
、
祿
父
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
武

王 

旣
に
死
し
、
今
王 

尙
ほ
幼
な
く
、
周
公 

疑
は
る
。
此
れ
世
の
將
に

亂
れ
ん
と
す
る
な
り
。
事
を
擧
げ
ん
こ
と
を
請
ふ
」
と
。
然
る
後
に
祿
父

及と

三
監 

叛
す
る
な
り
。
周
公 

成
王
の
命
を
以
て
、
祿
父
を
殺
す
）
35
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
司
馬
遷
が
『
史
記
』
に
記
し
た
周
公
旦
の
物
語
は
、『
尙
書
』

そ
の
も
の
で
は
な
く
、『
尙
書
大
傳
』
に
描
か
れ
た
周
公
旦
の
像
に
基
づ
い
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
『
尙
書
大
傳
』
は
、『
尙
書
』
の
難
解
な
經
文
の
解
釈
の
た
め
、
周
公
旦
の
物

語
を
『
荀
子
』
の
そ
れ
な
ど
を
継
承
し
な
が
ら
用
い
た
）
36
（

。
こ
う
し
て
『
尙
書
』

が
本
来
伝
え
て
い
た
周
公
旦
の
「
史
実
」
か
ら
離
れ
て
、
物
語
に
よ
り
『
尙
書
』

が
解
釈
さ
れ
て
い
く
。『
尙
書
大
傳
』
は
、
周
公
旦
が
即
位
を
し
、
七
年
後
に

退
位
を
し
て
成
王
に
政
権
を
返
す
ま
で
の
政
治
の
成
果
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め

て
い
る
。
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謹
み
て
大
傳
を
按
ず
る
に
、「
周
公 

政
を
攝
す
る
や
、
一
年 

亂
を
救
は

ん
と
し
、
二
年 

殷
に
克
ち
、
三
年 

奄
に
踐
し
、
四
年 

侯
衞
を
建
て
、

五
年 

成
周
を
營
み
、
六
年 

禮
を
制
し
樂
を
作
り
、
七
年 

政
を
成
王
に

致
す
」
と
）
37
（

。

　

こ
の
よ
う
に
『
尙
書
大
傳
』
は
、
周
公
旦
が
武
王
の
死
後
、
成
王
を
差
し
置

い
て
即
位
を
し
、
禮
樂
を
制
作
し
た
後
に
、
成
王
に
政
権
を
返
し
た
と
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
周
公
旦
の
政
治
の
中
で
、
最
も
重
要
な
行
為
は
、
禮
樂
の
制
作

に
な
る
。
禮
樂
を
制
作
し
得
た
か
ら
こ
そ
、
周
公
旦
は
政
治
を
成
王
に
返
し
た
。

こ
こ
に
、『
荀
子
』
の
制
禮
作
樂
す
る
君
主
が
「
大
儒
」
で
あ
れ
ば
、
天
下
を

統
一
で
き
る
、
と
い
う
思
想
は
、
周
公
旦
物
語
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
る
と
共
に
、

『
尙
書
』
と
い
う
經
典
の
解
釈
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

周
公
旦
の
物
語
は
、『
孟
子
』
か
ら
『
荀
子
』
へ
と
主
張
す
る
思
想
内
容
が

変
わ
る
こ
と
で
、
周
公
旦
像
が
攝
政
か
ら
禮
樂
を
制
作
し
た
君
主
へ
と
展
開
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
事
実
と
は
乖
離
し
た
周
公
旦
の
姿
が
形
成
さ
れ
た
。
孔
子
が

夢
見
た
と
『
論
語
』
が
主
張
す
る
周
公
旦
像
は
、『
論
語
』
の
最
終
的
な
成
立

が
漢
代
に
ま
で
ず
れ
込
む
た
め
、
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
か
を
特
定
で
き
な
い
。

　

特
定
で
き
る
こ
と
は
、
こ
う
し
て
描
か
れ
た
周
公
旦
物
語
を
史
実
、
あ
る
い

は
事
実
で
あ
る
と
認
識
し
て
、
禮
樂
を
制
作
し
、
君
主
に
な
っ
た
者
が
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
が
王
莽
で
あ
る
。

　

王
莽
は
、
周
公
旦
の
「
故
事
」
に
基
づ
く
こ
と
で
、
平
帝
の
死
後
、
漢
の
皇

帝
を
踐
祚
す
る
こ
と
を
名
目
に
、
漢
の
攝
皇
帝
や
假
皇
帝
と
な
っ
た
。
や
が
て
、

符
命
を
利
用
し
な
が
ら
、
漢
か
ら
禪
讓
を
受
け
、
新
の
皇
帝
に
即
位
す
る
）
38
（

。

　

王
莽
が
利
用
し
た
周
公
旦
の
「
故
事
」
は
、『
尙
書
大
傳
』
を
利
用
し
て
い
る
。

尙
書
大
傳
に
曰
く
、「
交
趾
の
南
に
越
裳
國
有
り
。
周
公
の
居
攝
六
年
、

禮
を
制
し
樂
を
作
り
、
天
下 

和
平
た
り
。
越
裳 

三
象
を
以
て
九
譯
を
重

ね
て
白
雉
を
獻
じ
て
曰
く
、「
道
路 

悠
遠
に
し
て
、
山
川 

阻
深
た
れ
ば
、

音
使 

通
ぜ
ず
、
故
に
譯
を
重
ね
て
朝
す
」
と
。
成
王 

以
て
周
公
に
歸お
く

ら

し
む
。
…
…
周
公 

乃
ち
之
を
王
に
歸
り
、
先
王
の
神
致
を
稱
へ
て
、
以

て
宗
廟
に
薦
む
」
と
）
39
（

。

　

越
裳
国
か
ら
献
上
さ
れ
た
白
雉
は
、
周
公
が
「
居
攝
」
し
て
「
制
禮
作
樂
」

し
た
結
果
、
そ
の
德
を
慕
っ
て
招
来
さ
れ
た
貢
ぎ
物
で
あ
る
、
と
『
尙
書
大
傳
』

に
記
さ
れ
て
い
た
。

　

王
莽
は
、
大
司
馬
・
錄
尙
書
事
と
し
て
平
帝
の
政
治
を
掌
る
自
ら
の
姿
を
成

王
の
攝
政
を
つ
と
め
た
周
公
旦
に
重
ね
て
い
く
た
め
、
夷
狄
よ
り
白
雉
を
献
上

さ
せ
る
。哀
帝
の
親
政
に
よ
る
混
乱
か
ら
王
莽
に
期
待
し
て
い
た
群
臣
は
、「
霍

光
の
故
事
」
を
王
莽
に
賜
う
よ
う
元
太
皇
太
后
に
上
奏
す
る
。
王
莽
は
、
そ
れ

を
辞
退
し
、
自
分
の
狙
い
が
そ
こ
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
を
忖
度
さ
せ
る
。
群
臣

は
、
王
莽
の
狙
い
ど
お
り
、「
周
公
の
故
事
」
を
賜
う
こ
と
を
主
張
し
、
こ
れ

を
元
太
皇
太
后
が
認
め
る
こ
と
で
、
周
公
旦
が
生
き
な
が
ら
周
の
国
号
を
冠
し

て
周
公
と
呼
ば
れ
た
故
事
に
基
づ
き
、
王
莽
は
安
漢
公
を
賜
与
さ
れ
た
。
王
莽

は
、
こ
う
し
て
『
尙
書
大
傳
』
の
周
公
理
解
を
典
拠
に
皇
帝
へ
の
道
を
歩
ん
で
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い
く
）
40
（

。

　

周
公
旦
の
物
語
は
、『
孟
子
』
や
『
荀
子
』
が
自
己
の
主
張
を
有
効
に
示
す

た
め
に
作
成
し
た
物
語
に
よ
り
展
開
し
た
。
そ
し
て
『
尙
書
』
を
分
か
り
や
す

く
解
釈
す
る
『
尙
書
大
傳
』
に
よ
り
完
成
さ
れ
る
。
即
位
す
る
周
公
旦
像
が
、

事
実
、
そ
し
て
史
実
か
ら
遠
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
後
世
の

歴
史
は
、
あ
る
い
は
国
教
化
さ
れ
て
い
く
儒
敎
と
そ
の
經
典
は
、
物
語
の
周
公

旦
像
を
史
実
、
さ
ら
に
は
事
実
と
見
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
り
、
王
莽
は
漢
の
簒

奪
を
果
た
し
た
。

　

物
語
に
尾
鰭
が
付
く
の
は
、
思
想
家
が
自
ら
の
強
調
し
た
い
こ
と
を
物
語
に

加
え
、
物
語
を
変
更
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
事
実
か
ら
物
語
は
遠
ざ

か
っ
て
い
く
。
司
馬
遷
は
、
自
ら
著
書
を
『
太
史
公
書
』
と
名
付
け
て
い
た
。

そ
れ
は
『
春
秋
』
を
模
範
に
、
物
語
を
引
用
し
て
自
ら
の
主
張
を
述
べ
る
思
想

書
で
あ
っ
た
）
41
（

。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
物
語
を
集
め
た
思
想
書
が
、
史
書
と
し
て
読

ま
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
裴
松
之
の
問
題
提
起
も
関
わ
っ
て

く
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

（
1
）　

臣
松
之
以
爲
、
史
之
記
言
、
旣
多
潤
色
。
故
前
載
所
述
、
有
非
實
者
矣
。
後
之
作
者
、

又
生
意
改
之
。
于
失
實
也
、
不
亦
彌
遠
乎
。
凡
孫
盛
製
書
、
多
用
左
氏
、
以
易
舊
文
。

如
此
者
非
一
。
嗟
乎
、
後
之
學
者
、
將
何
取
信
哉
（『
三
國
志
』
卷
一 

武
帝
紀
注
）。

（
2
）　

孫
盛
雜
記
曰
、
太
祖
聞
其
⻝
器
聲
、
以
爲
圖
己
、
遂
夜
殺
之
。
旣
而
悽
愴
曰
、
寧
我

負
人
、
無
人
負
我
。
遂
行
（『
三
國
志
』
卷
一 

武
帝
紀
注
）。

（
3
）　

渡
邉
義
浩
「「
史
」
に
お
け
る
「
記
言
の
体
」
│
裴
松
之
『
三
国
志
』
注
の
懊
悩
」（『
早

稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
六
五
、
二
〇
二
〇
年
、『「
古
典
中
国
」
に
お
け

る
史
学
と
儒
教
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
二
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
4
）　

殷
の
紂
王
の
物
語
全
般
に
つ
い
て
は
、
井
上
源
吾
「
殷
の
紂
王
説
話
私
考
│
と
く
に

尚
書
、
墨
子
を
中
心
と
し
て
」（『
人
文
科
学
研
究
報
告
』
六
、
一
九
五
六
年
、『
周
公

摂
政
説
話
』
葦
書
房
、
一
九
九
二
年
に
所
収
）、
田
村
和
親
「
殷
の
紂
王
の
酒
池
肉
林

説
話
の
生
成
」（『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
昭
和
五
五
年
度
、一
九
八
〇
年
）、李
寧
華
「
論

〝
酒
池
肉
林
〞
的
三
個
問
題
」（『
文
史
雑
談
』
二
〇
一
八
│
一
、
二
〇
一
八
年
）、
萩
野

友
範
「
紂
王
の
形
象
│
『
史
記
』
殷
本
紀
の
再
検
討
か
ら
」（『
早
稲
田
大
学
文
学
学
術

院
紀
要
』
四
九
│
二
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
5
）　

落
合
淳
思
『
殷
代
史
研
究
』（
朋
友
書
店
、
二
〇
一
二
年
）。
李
学
勤
「
帝
辛
征
夷
卜

辞
的
拡
大
」（『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
八
│
一
、
二
〇
〇
八
年
）、
韋
心
瀅
「
従
流
散

海
外
殷
末
青
銅
器
見
帝
辛
十
五
祀
征
夷
方
史
事
」（『
古
代
史
与
文
物
研
究
』
一
四
〇
、

二
〇
一
五
年
）
も
参
照
。

（
6
）　

高
山
節
也
「
西
周
国
家
に
お
け
る
「
天
命
」
の
機
能
」（
松
丸
道
雄
（
編
）『
西
周
青

銅
器
と
そ
の
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
）。

（
7
）　

王
若
曰
、
盂
、
①
不
顯
玟
王
、
受
天
有
大
令
、
②（
才
）〔
在
〕
珷
王
、
嗣
玟
（
乍
）〔
作
〕

邦
。
托
厥
匿
、
匍
有
四
方
、
畯
正
厥
民
、（
才
）〔
在
〕
友
御
事
、
③

圄
（
酉
）〔
酒
〕
無

敢
禍
、
有
□
烝
祀
、
敢
無
改
。
古
天
異
臨
、
子
灋
保
先
王
、
□
有
四
方
。
我
聞
、
④
殷

遂
命
、
隹
殷
邊
侯
田
友
殷
正
百
辟
、
率
肄
于
酒
。
古
喪
穎
。
な
お
、
原
文
と
訓
読
は
、

白
川
静
『
白
川
静
著
作
集
』
別
巻 

金
文
通
解
１

﹇
下
﹈（
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
）
を

参
照
し
た
。

（
8
）　

君
主
が
酒
を
慎
む
こ
と
と
德
や
天
命
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
楊
儒
賓
「
殷
周
之
際

的
紂
王
与
文
王
│
新
天
命
観
的
解
読
」（『
深
圳
社
会
科
学
』
二
〇
一
八
│
二
、
二
〇
一

八
年
）、
余
治
平
「
商
周
酒
禁
忌
中
的
王
権
合
法
性
考
察
│
基
于
《
酒
誥
》
文
本
語
境

的
経
学
闡
釈
」（『
哲
学
研
究
』
二
〇
一
八
│
四
、
二
〇
一
八
年
、『
周
公
《
酒
誥
》
訓

│
酒
与
周
初
政
法
徳
教
祭
祀
的
経
学
詮
釈
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
に
所

収
）
が
あ
る
。

（
9
）　

周
以
降
、
人
格
神
・
主
宰
神
で
あ
っ
た
天
が
、
宋
以
降
、
自
然
神
に
戻
る
こ
と
は
、
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溝
口
雄
三
「
中
国
の
天
（
上
）（
下
）」（『
文
学
』
五
五
│
一
二
、
五
六
│
二
、
一
九
八

七
、
八
八
年
、『
中
国
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス 

Ⅰ
異
と
同
の
あ
い
だ
』
岩
波
書
店
、
二
〇

一
一
年
に
所
収
）。

（
10
）　

漢
代
に
お
い
て
、君
主
の
二
面
性
に
則
し
て
、皇
帝
即
位
と
天
子
即
位
が
二
段
階
（
繼

體
の
君
主
の
場
合
。
受
命
の
君
主
の
場
合
は
順
序
が
逆
）
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
渡
邉

義
浩
「
漢
魏
に
お
け
る
皇
帝
即
位
と
天
子
即
位
」（『
東
洋
研
究
』
一
六
五
、
二
〇
〇
七

年
、『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
11
）　

我
民
用
大
亂
喪
德
、
亦
罔
非
酒
惟
行
、
越
小
・
大
邦
用
喪
、
亦
罔
非
酒
惟
辜
。
…
…

我
聞
亦
惟
曰
、
在
今
後
嗣
王
、
酣
身
厥
命
、
罔
顯
于
民
祇
、
保
越
怨
不
易
、
誕
惟
厥
縱

淫
、
泆
于
非
彝
、
用
燕
喪
威
儀
、
民
罔
不
衋
傷
心
。
惟
荒
腆
于
酒
、
不
惟
自
息
、
乃
逸
、

厥
心
疾
很
、
不
克
畏
死
。
辜
在
商
邑
、
越
殷
國
滅
無
罹
。
弗
惟
德
馨
香
祀
、
登
聞
于
天
、

誕
惟
民
怨
。
庶
羣
甘
酒
、
腥
聞
在
上
。
故
天
降
喪
于
殷
、
罔
愛
于
殷
惟
逸
。
天
非
虐
。

惟
民
自
速
辜
（『
尙
書
』
酒
誥
篇
）。

（
12
）　

陳
夢
家
「
西
周
銅
器
断
代
」（
三
）（『
考
古
学
報
』
一
九
五
六
│
一
、
一
九
五
六
年
）。

な
お
、
余
治
平
『
周
公
《
酒
誥
》
訓
│
酒
与
周
初
政
法
徳
教
祭
祀
的
経
学
詮
釈
』（
前
掲
）

も
参
照
。

（
13
）　

遝
至
乎
商
王
紂
、
天
不
序
其
德
、
祀
用
失
時
、
兼
夜
中
十
日
、
雨
土
于
薄
。
九
鼎
遷

止
、
婦
妖
宵
出
、
有
鬼
宵
吟
、
有
女
爲
男
、
天
雨
肉
、
棘
生
乎
國
道
。
王
兄
自
縱
也
。

赤
鳥
銜
珪
、
降
周
之
岐
社
曰
、
天
命
周
文
王
、
伐
殷
有
國
。
泰
顛
來
賓
、
河
出
綠
圖
、

地
出
乘
黃
。
武
王
踐
功
、
①
夢
見
三
神
曰
、
予
旣
沈
漬
殷
紂
于
酒
德
矣
。
往
攻
之
。
予

必
使
汝
大
堪
之
。
②
武
王
乃
攻
狂
夫
、
及
商
之
國
。
天
賜
武
王
黃
鳥
之
旗
。
王
旣
已
克
殷
、

成
帝
之
來
。
分
主
諸
神
、
祀
紂
先
王
、
通
維
四
夷
、
而
天
下
莫
不
賓
。
焉
襲
湯
之
緖
。

此
卽
③
武
王
之
所
以
誅
紂
也
。
④
若
以
此
三
聖
王
者
觀
之
、
則
非
所
謂
攻
也
。
所
謂
誅

也
（『
墨
子
』
非
攻
篇
下
）。

（
14
）　
『
孟
子
』
と
『
墨
子
』
の
紂
王
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「『
墨
子
』
の
非
攻

と
『
孟
子
』
の
義
戦
」（『RILA

SJO
U
RN
A
L

』
一
〇
、
二
〇
二
二
年
）
を
参
照
。

（
15
）　

子
貢
曰
、
紂
之
不
善
也
、
不
如
是
之
甚
也
。
是
以
君
子
惡
居
下
流
。
天
下
之
惡
皆
歸

焉
（『
論
語
』
子
張
篇
）。

（
16
）　

周
公
旦
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
黄
彰
健
『
周
公
孔
子
研
究
』（
中
央
研
究
院
歴
史
語

言
研
究
所
、
一
九
九
七
年
）、
楊
東
晨
『
周
公
旦
与
西
周
礼
治
文
明
』（
陕
西
人
民
出
版

社
、
二
〇
一
〇
年
）、
錢
穆
『
周
公
』（
九
州
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。
ま
た
、

周
公
の
思
想
研
究
の
総
括
と
し
て
は
、
王
治
涛
「
改
革
開
放
以
来
周
公
及
其
若
干
思
想

研
究
綜
述
」（『
洛
陽
理
工
学
院
学
報
』
社
会
科
学
版
三
二
│
六
、
二
〇
一
七
年
）
が
あ

る
。

（
17
）　

小
臣
單
觶
、
詠
方
鼎
に
つ
い
て
は
、
井
上
源
吾
「
周
公
摂
政
説
に
つ
い
て
」（『
社
会

科
学
論
叢
』
一
〇
、
一
九
六
〇
年
、『
周
公
摂
政
説
話
』
葦
書
房
、
一
九
九
二
年
に
所
収
）

を
参
照
。
ま
た
、
劉
挙
峰
「
西
周
金
文
生
称
〝
周
公
〞
考
」（『
古
文
字
研
究
』
二
〇
五
、

二
〇
一
九
年
）
も
参
照
。

（
18
）　
「
清
華
簡
」
の
『
繫
年
』
に
記
さ
れ
る
「
三
監
の
亂
」
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
信
弥
「「
三

監
の
乱
」
説
話
の
形
成
│
清
華
簡
『
繫
年
』
第
三
章
よ
り
見
る
」（『
漢
字
学
研
究
』
二
、

二
〇
一
四
年
）、
李
建
雄
「
清
華
簡
所
見
周
公
史
料
考
弁
│
以
《
金
縢
》
和
《
繫
年
》

為
中
心
的
探
討
」（『
寧
夏
大
学
学
報
』
人
文
社
会
科
学
版
四
二
│
三
、
二
〇
二
〇
年
）

を
参
照
。
ま
た
、
周
公
に
関
わ
る
「
清
華
簡
」
と
し
て
は
、
李
韶
華
「
清
華
簡
《
周
公

之
琴
舞
》
文
本
結
構
及
其
楽
舞
体
制
」（『
古
代
文
明
』
一
八
│
二
、
二
〇
二
四
年
）、

劉
光
勝
「
三
監
之
乱
与
周
公
治
国
謀
略
的
展
開
│
以
清
華
簡
《
皇
門
》
為
中
心
的
考
察
」

（『
古
代
文
明
』
一
四
│
三
、
二
〇
二
〇
年
）
も
参
照
。
な
お
、「
上
博
楚
簡
」
に
も
、「
成

王
旣
邦
」
と
い
う
周
公
旦
の
発
言
を
記
す
資
料
が
あ
る
。
金
城
未
来
「
上
博
楚
簡
『
成

王
既
邦
』
の
思
想
的
特
質
│
周
公
旦
像
を
中
心
に
」（『
中
国
研
究
集
刊
』
五
七
、
二
〇

一
三
年
）
を
参
照
。

（
19
）　

王
曰
、
若
昔
朕
其
逝
。
朕
言
艱
日
思
。
若
考
作
室
、
旣
厎
法
、
厥
子
乃
弗
肯
堂
、
矧

肯
構
。
厥
父
菑
、
厥
子
乃
弗
肯
播
、
矧
肯
穫
。
厥
考
翼
、
其
肯
曰
予
有
後
、
弗
棄
基
。

肆
予
曷
敢
不
越
卬
敉
寧
王
大
命
。
若
兄
考
、
乃
有
友
伐
厥
子
、
民
養
其
勸
弗
救
（『
尙
書
』

大
誥
篇
）。

（
20
）　

武
王
崩
、
三
監
及
淮
夷
叛
。
周
公
相
成
王
、
將
黜
殷
。
作
大
誥
（『
尙
書
』
大
誥
篇
序
）。

（
21
）　

池
田
末
利
『
尙
書
』（
集
英
社
、
一
九
七
六
年
）。
ま
た
、
王
寧
「《
尚
書
・
尭
典
》

欠
文
挙
例
│
兼
断
衛
宏
《
詔
定
古
文
尚
書
序
》
的
可
信
性
」（『
古
籍
整
理
研
究
学
刊
』
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二
〇
〇
四
│
二
、
二
〇
〇
四
年
）、
崔
海
鷹
「
孔
安
国
《
尚
書
序
》
真
偽
及
史
料
価
値

弁
証
」（『
湖
南
科
技
学
院
学
報
』
三
六
│
一
一
、
二
〇
一
五
年
）
も
参
照
。

（
22
）　

加
賀
栄
治
「
孟
子
と
堯
舜
説
話
」（『
栗
原
圭
介
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
学
論
集
』
汲
古

書
院
、
一
九
九
五
年
、『
中
国
古
典
定
立
史
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
に
所
収
）
を

参
照
。

（
23
）　

匹
夫
而
有
天
下
者
、
德
必
若
舜
・
禹
、
而
又
有
天
子
薦
之
者
。
故
仲
尼
不
有
天
下
。

繼
世
以
有
天
下
、
天
之
所
廢
、
必
若
桀
・
紂
者
也
。
故
益
・
伊
尹
・
周
公
、
不
有
天
下
。

…
…
周
公
之
不
有
天
下
、
猶
益
之
於
夏
、
伊
尹
之
於
殷
也
。
孔
子
曰
、
唐
・
虞
禪
、
夏

后
・
殷
・
周
繼
。
其
義
一
也
（『
孟
子
』
萬
章
章
句
上
）。

（
24
）　

周
公
相
武
王
、
誅
紂
伐
奄
、
三
年
討
其
君
。
驅
飛
廉
於
海
隅
而
戮
之
。
滅
國
者
五
十
、

驅
虎
・
豹
・
犀
・
象
而
遠
之
。
天
下
大
悅
。
書
曰
、
丕
顯
哉
、
文
王
謨
。
丕
承
哉
、
武

王
烈
。
佑
啟
我
後
人
、
咸
以
正
無
缺
（『
孟
子
』
滕
文
公
章
句
下
）。

（
25
）　
（
陳
賈
）
見
孟
子
問
曰
、
周
公
何
人
也
。
曰
、
古
聖
人
也
。
曰
、
使
管
叔
監
殷
、
管

叔
以
殷
畔
也
。
有
諸
。
曰
、
然
。
曰
、
周
公
知
其
將
畔
而
使
之
與
。
曰
、
不
知
也
。
然

則
聖
人
且
有
過
與
。
曰
、
周
公
、
弟
也
。
管
叔
、
兄
也
。
周
公
之
過
、
不
亦
宜
乎
。
且

古
之
君
子
、
過
則
改
之
。
今
之
君
子
、
過
則
順
之
。
…
…
（『
孟
子
』
公
孫
丑
章
句
下
）。

（
26
）　

昔
者
、
禹
抑
洪
水
、
而
天
下
平
。
周
公
兼
夷
狄
、
驅
猛
獸
、
而
百
姓
寧
。
孔
子
成
春

秋
、
而
亂
臣
・
賊
子
懼
。
詩
云
、
戎
狄
是
膺
、
荊
舒
是
懲
。
則
莫
我
敢
承
。
無
父
無
君
、

是
周
公
所
膺
也
。
我
亦
欲
正
人
心
、
息
邪
説
、
距
詖
行
、
放
淫
辭
、
以
承
三
聖
者
（『
孟

子
』
滕
文
公
章
句
下
）。

（
27
）　

武
王
崩
、
成
王
幼
、
周
公
屏
成
王
而
及
武
王
、
以
屬
天
下
、
惡
天
下
之
倍
周
也
。
履

天
子
之
籍
、
聽
天
下
之
斷
、
偃
然
如
固
有
之
、
而
天
下
不
稱
貪
焉
。
殺
管
叔
、
虛
殷
國
、

而
天
下
不
稱
戾
焉
。
兼
制
天
下
、
立
七
十
一
國
、
姫
姓
獨
居
五
十
三
人
、
而
天
下
不
稱

偏
焉
。
敎
誨
開
導
成
王
、
使
諭
於
道
、
而
能
揜
跡
於
文
武
、
周
公
歸
周
、
反
籍
於
成
王
、

而
天
下
不
輟
事
周
。
然
而
周
公
北
面
而
朝
之
（『
荀
子
』
儒
效
篇
）。

（
28
）　

客
有
道
曰
、
孔
子
曰
、
周
公
其
盛
乎
。
身
貴
而
愈
恭
、
家
富
而
愈
儉
、
勝
敵
而
愈
戒
。

應
之
曰
、
是
殆
①
非
周
公
之
行
、
非
孔
子
之
言
也
。
武
王
崩
、
成
王
幼
、
周
公
屏
成
王

而
及
武
王
、
履
天
子
之
籍
、
負
扆
而
立
、
諸
侯
趨
走
堂
下
。
當
是
時
也
、
夫
又
誰
爲
恭

矣
哉
。
…
…
反
而
定
三
革
、
偃
五
兵
、
合
天
下
、
②
立
聲
樂
。
於
是
武
象
起
而
韶
護
廢
矣
、

四
海
之
内
、
莫
不
變
心
易
慮
以
化
順
之
。
故
外
闔
不
閉
、
跨
天
下
而
無
蘄
。
當
是
時
也
、

夫
又
誰
爲
戒
矣
哉
（『
荀
子
』
儒
效
篇
）。

（
29
）　

渡
邉
義
浩
『『
論
語
』
の
形
成
と
古
注
の
展
開
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）
を
参

照
。

（
30
）　

津
田
左
右
吉
『
論
語
と
孔
子
の
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
六
年
、『
津
田
左
右
吉

全
集
』
第
十
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
に
収
録
）
を
参
照
。

（
31
）　

法
先
王
、
統
禮
義
、
一
制
度
、
以
淺
持
博
、
以
古
持
今
、
以
一
持
萬
。
…
…
是
大
儒

者
也
。
…
…
（
人
主
）
用
大
儒
、
則
百
里
之
地
、
久
而
後
三
年
、
天
下
爲
一
、
諸
侯
爲

臣
。
用
萬
乘
之
國
、
則
擧
錯
而
定
、
一
朝
而
伯
（『
荀
子
』
儒
效
篇
）。

（
32
）　

周
公
旦
の
制
禮
作
樂
に
つ
い
て
は
、
魏
衍
華
「
従
周
公
〝
制
礼
作
楽
〞
看
西
周
礼
楽

文
明
的
高
度
与
深
度
」（『
唐
都
学
刊
』
三
六
│
一
、
二
〇
二
〇
年
）、
李
方
元
・
申
娟
「
従

《
逸
周
書
・
世
俘
》
篇
看
周
初
最
早
的
〝
礼
楽
〞
活
動
│
兼
及
周
公
〝
制
礼
作
楽
〞
的

関
係
」（『
中
国
音
楽
』
二
〇
二
二
│
六
、
二
〇
二
二
年
）
を
参
照
。

（
33
）　

池
田
秀
三
「『
尚
書
大
傳
』
初
探
」（『
中
村
璋
八
博
士
古
稀
記
念 

東
洋
学
論
集
』
汲

古
書
院
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
れ
ば
、『
尙
書
大
傳
』
は
、『
尙
書
』
の
傳
に
止
ま
ら
な

い
、
雑
多
な
説
を
含
む
今
文
經
典
で
あ
る
、
と
い
う
。
な
お
、
伊
藤
裕
水
「『
尚
書
大
伝
』

と
『
尚
書
』
経
文
」（『
中
国
思
想
史
研
究
』
一
四
、
二
〇
二
〇
年
）
も
参
照
。

（
34
）　

皮
錫
瑞
（
撰
）、
呉
仰
湘
（
点
校
）『
尚
書
大
伝
疏
證
』（
中
華
書
局
、
二
〇
二
二
年
）。

（
35
）　

武
王
殺
紂
、
而
繼
公
子
祿
父
、
使
管
叔
・
蔡
叔
監
祿
父
。
武
王
死
、
成
王
幼
。
周
公

盛
養
成
王
、
使
召
公
奭
爲
傅
。
周
公
身
居
位
、
聽
天
下
爲
政
。
管
叔
疑
周
公
、
流
言
于

國
曰
、
公
將
不
利
于
王
。
奄
君
・
薄
姑
、
謂
祿
父
曰
、
武
王
旣
死
矣
、
今
王
尙
幼
矣
、

周
公
見
疑
矣
。
此
世
之
將
亂
也
。
請
擧
事
。
然
後
祿
父
及
三
監
叛
也
。
周
公
以
成
王
之

命
、
殺
祿
父
（『
尙
書
大
傳
』
大
誥
篇
）。

（
36
）　

本
稿
で
扱
っ
て
い
な
い
諸
子
百
家
の
周
公
旦
像
に
つ
い
て
は
、
楊
兆
貴
「
先
秦
諸
子

視
域
下
的
周
公
形
象
│
論
《
墨
子
》
対
周
公
的
評
論
」（『
天
中
学
刊
』
三
三
│
三
、
二

〇
一
八
年
）、
楊
兆
貴
・
曹
娜
「
先
秦
思
想
総
結
視
域
下
的
周
公
形
象
│
論
《
呂
氏
春
秋
》

対
周
公
的
評
論
」（『
天
中
学
刊
』
三
四
│
五
、
二
〇
一
九
年
）
な
ど
を
参
照
。
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（
37
）　

謹
按
大
傳
、
周
公
攝
政
、
一
年
救
亂
、
二
年
（
伐
）〔
克
〕
殷
、
三
年
踐
奄
、
四
年

建
侯
衞
、
五
年
營
成
周
、
六
年
制
禮
作
樂
、
七
年
致
政
成
王
（『
隋
書
』
卷
四
十
二 

李

德
林
傳
附
李
百
藥
傳
）。
陳
寿
祺
『
尚
書
大
伝
輯
校
』（
阮
元
・
王
先
謙
『
清
経
解 

清

経
解
続
編
』
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
に
よ
り
、「
伐
」
を
「
克
」
に
改
め
た
。

（
38
）　

王
莽
の
伝
記
は
、
渡
邉
義
浩
『
王
莽
│
改
革
者
の
孤
独
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
一

二
年
）
を
参
照
。

（
39
）　

尙
書
大
傳
曰
、
交
趾
之
南
有
越
裳
國
。
周
公
居
攝
六
年
、
制
禮
作
樂
、
天
下
和
平
。

越
裳
以
三
象
重
〔
九
〕
譯
而
獻
白
雉
曰
、
道
路
悠
遠
、
山
川
阻
深
、
音
使
不
通
、
故
重

譯
而
朝
。
成
王
以
歸
周
公
。
…
…
周
公
乃
歸
之
於
王
、
稱
先
王
之
神
致
、
以
薦
于
宗
廟

（『
太
平
御
覽
』
卷
七
百
八
十
五 
四
夷
一
）。
陳
寿
祺
『
尚
書
大
傳
輯
校
』（
阮
元
・
王

先
謙
『
清
経
解 

清
経
解
続
編
』
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
に
よ
り
〔　

〕
を
補
っ

た
。

（
40
）　

渡
邉
義
浩
『「
古
典
中
国
」
の
形
成
と
王
莽
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。

（
41
）　

渡
邉
義
浩
「『
史
記
』
に
お
け
る
『
春
秋
』
の
継
承
」（『RILA

SJO
U
RN
A
L

』
五
、

二
〇
一
七
年
、『「
古
典
中
国
」
に
お
け
る
史
学
と
儒
教
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
二
年
に

所
収
）
を
参
照
。


